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秩父広域市町村圏組合分別収集計画 

平成２５年５月２７日 

 

１ 計画策定の意義 

戦前の日本では、住民が創意工夫を凝らし、また必要とし「物」の有効利用（リサ

イクル）を行っていたが、戦後の高度経済成長とともに豊かさや便利さを追求し、大

量生産・大量消費・大量廃棄を繰り返した結果、ごみの排出量が年々増加することと

なった。 

  こうした消費構造のしわ寄せから、自治体におけるごみ処理については、莫大な経

費が必要となり、財政に大きな影響を及ぼすとともに、環境問題等から廃棄物処理施

設などのいわゆる「迷惑施設」の整備は非常に厳しい状況となっている。 

  当組合でも新しい最終処分場を確保することは相当困難と思われるので、早くから

ごみの分別収集及び処理施設への搬入ごみの再資源化の徹底、焼却残渣の再資源化等

の取り組んだ結果、最終処分場の埋立期間を１５年間延長することができた。 

  これらのことから、地球規模での環境保全、資源の有効利用が求められている中、

ごみ問題に住民一人一人が真剣に取り組むことが必要不可欠となっている。 

  また、近年、国によるリサイクルの促進を図るための法制化が進み、消費者、事業

者、行政等の役割分担が構築される中、圏域住民にも「リサイクル」の普及について

徐々に浸透してきていると思われる。 

  そこで、これまでの「使い捨て」社会から、「循環型社会」の形成を推進するため、

ごみの減量化と資源化へ向けた取組への方策を示す分別収集計画を容器包装に係る分

別収集及び再商品化の促進等に関する法律第８条に基づき策定するものである。 

  本計画の推進により、住民と行政が連携し、秩父地域の更なるごみの減量と資源の

有効利用が促進されることにより、可燃ごみ、不燃ごみの減量と焼却処理施設及び最

終処分場の延命化が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

    本計画を実施するにあたり、基本的方向を次のとおりとする。 

    ①住民一人一人が切実にごみ問題を考え、目を向ける社会づくり 

    ②ごみを分別する習慣を身につける生活づくり 

    ③住民、事業者、行政がそれぞれの役割を分担し責任をもった行動 

 

３ 計画期間 

    計画の期間は、平成２６年４月を始期とする５か年間とし、３年ごとに改定する。 
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４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、既に対象品目として分別収集を行っているスチ

ール缶・アルミ缶・ガラスびん（無色・茶色・その他）・紙パック・段ボール、ペット

ボトルの８種類にプラスチック製容器包装を加え、９種類を対象品目とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

○排出量の見込み      

種   類 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

容器包装廃棄物 7,024t 6,954t 6,887t 6,819t 6,752t 

 

○品目別の内訳 

     

種   類 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

主としてスチール製の容器 296t 293t 291t 288t 285t 

主としてアルミ製の容器 286t 283t 281t 278t 275t 

無色のガラス製容器 661t 654t 648t 642t 635t 

茶色のガラス製容器 531t 526t 521t 516t 511t 

その他のガラス製容器 191t 189t 187t 185t 183t 

主として紙製の容器包装であっ

て飲料を充てんするためのもの

（原材料としてアルミニウムが利

用されているものを除く。） 

72t 71t 70t 69t 69t 

主として段ボール製の容器 1,138t 1,127t 1,116t 1,105t 1,094t 

主として紙製の容器包装であっ

て上記以外のもの 
1,349t 1,336t 1,323t 1,310t 1,297t 

主としてポリエチレンテレフタレー

ト（ＰＥＴ）製の容器であって飲料

又はしょうゆ等を充てんするため

のもの 

135t 134t 132t 131t 130t 

主としてプラスチック製の容器包

装であって上記以外のもの 
2,365t 2,341t 2,318t 2,295t 2,273t 

 （うち白色トレイ） 89t 88t 87t 86t 85t 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項 

第２号） 

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、圏域住民、事業者等に周知すると 

ともに理解と協力を求める。 

 (1) 教育、啓発活動の充実 

      ごみ処理施設の見学会、「ごみの減量とリサイクル」に関する標語の募集、学校給

食の牛乳パックの回収・リサイクル等による学校教育の場を通じ、また、地域の住

民や事業者にはホームページや広報紙、講演会等のあらゆる機会を通じて、ごみ排

出量の増大、最終処分場の逼迫、処理経費の増大等ごみ処理の厳しい現状について

情報を提供し、認識を深めてもらう。 

      また、ごみの排出抑制、分別排出、リサイクル、ごみの適切な出し方など地域住

民に配布するごみカレンダー等を通じて啓発活動を積極的に取り組む。 

 (2) 過剰包装の抑制、買い物袋の持参の徹底 

      簡易包装協力店制度を導入するなど、スーパーマーケット等小売店での包装の簡

素化を推進する。 

     また、少量購入時のレジ袋不要やマイバックの普及啓発によるレジ袋等の削減に

よる容器包装の排出を抑制する。 

(3) リサイクル製品の利用促進 

    公共機関や事業所が率先してリサイクル製品の利用促進を徹底するとともに、地

域住民や事業所に対してもリターナブル容器、再生資源を原材料とした製品の積極

的な利用、販売の促進を図る。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に

係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

  処理施設の状況及び再生施設、収集機材等を総合的に勘案し、分別収集をする容器

包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。また、収集に係る分別の区分は下表右

欄のとおりとする。 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 缶  （飲食用） 

ビン（飲食用） 

〔資源ごみ：カン・ビン類〕 

主として    無色のガラス製容器 

ガラス製の   茶色のガラス製容器 

容器      その他のガラス製容器 



 - 4 - 

主として紙製の容器包装であって飲料を充てん

するためのもの（原材料としてアルミニウムが利

用されているものを除く。） 

飲料用紙パック 

〔資源ごみ：紙・布類〕 

主として段ボール製の容器 
段ボール 

〔資源ごみ：紙・布類〕 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）

製の容器であって飲料又はしょうゆ等を充てん

するためのもの 

ペットボトル 

〔資源ごみ：ペットボトル〕 

主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 

プラスチック製容器包装 

〔資源ごみ：プラスチック製容器包装〕 

 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条

第２項第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

217ｔ 214ｔ 212ｔ 210ｔ 208ｔ 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

399ｔ 395ｔ 391ｔ 388ｔ 384ｔ 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

59ｔ 58ｔ 58ｔ 57ｔ 57ｔ 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

118ｔ 116ｔ 115ｔ 114ｔ 113ｔ 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

1,390ｔ 1,377ｔ 1,363ｔ 1,350ｔ 1,337ｔ 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 

1,363ｔ 1,350ｔ 1,337ｔ 

主としてプラスチック製の容器包装
であって上記以外のもの

（合計） （合計） （合計）

うち白色トレイ
0ｔ 

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 

113ｔ 

（合計） （合計）

1,390ｔ 1,377ｔ 

主としてポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）製の容器であって飲料又は
しょうゆ等を充てんするためのもの

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

118ｔ 116ｔ 115ｔ 114ｔ 

主として段ボール製の容器 538ｔ 533ｔ 528ｔ 523ｔ 518ｔ 

主として紙製の容器包装であって
飲料を充てんするためのもの（原材
料としてアルミニウムが利用されて
いるもを除く）

4ｔ 4ｔ 4ｔ 4ｔ 4ｔ 

57ｔ その他のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

59ｔ 58ｔ 58ｔ 57ｔ 

384ｔ 茶色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

399ｔ 395ｔ 391ｔ 388ｔ 

208ｔ 無色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

217ｔ 214ｔ 212ｔ 210ｔ 

主としてアルミ製の容器 115ｔ 114ｔ 112ｔ 111ｔ 110ｔ 

主としてスチール製の容器 280ｔ 277ｔ 274ｔ 272ｔ 269ｔ 

26年度 27年度 29年度 29年度 30年度
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込の算定方法 

 (1) プラスチック製容器包装以外の見込量 

   平成２２年度から２４年度実績（１人当たり原単位）の平均値×計画人口 

 (2) プラスチック製容器包装の見込量 

      近隣自治体実績値（１人当たり原単位）×計画人口 

※未実施品目につき近隣自治体の実績値を用いた。 

 

なお、各年度の計画人口の推計については、平成２５年４月１日の人口を基に一

般廃棄物処理基本計画における推計人口の変動率を使用した。 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

１０６，９３４人 

（変動率） 

９９．０２％ 

１０５，８８５人 

（変動率） 

９９．０２％ 

１０４，８４８人 

（変動率） 

９９．０２％ 

１０３，８２１人 

（変動率） 

９９．０２％ 

１０２，８０４人 

（変動率） 

９９．０２％ 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的事項（法第８条第２項第５号） 

    現在、９品目中８品目（その他プラスチック以外）については、既に実施している

ため現行の収集体制を活用する。 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選別・保管等段階 

缶 

スチール製容器 

カン・ビン類（飲食用 

の空き缶・ビン 

〔資源ごみ〕 

委託業者による収集 

（月２回） 

ステーション方式 

委託業者 

アルミ製容器 

ビ
ン 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 

飲料用紙製容器 紙・布類 

〔資源ごみ〕 

委託業者による収集 

（月２回） 

ステーション方式 

選別：委託業者 

保管：組合 段ボール 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
ペットボトル 

〔資源ごみ〕 

委託業者による収集 

（月１回） 

ステーション方式 

組合 

その他のプラスチック 

製容器包装 

プラスチック製容器包装 

〔資源ごみ〕 

委託業者による収集 

ステーション方式 
委託業者 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

  現在実施している８品目については、次のとおり現行の施設を活用することとし、

新たに実施するその他プラスチック製容器包装については、民間施設による選別・圧

縮・梱包を実施する。 

分別収集する容器包装

廃棄物の種類 

収集に係る分別の

区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 

カン・ビン類 袋 パッカー車 

民間施設 

（秩父リサイクルセン

ター） 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

飲料用紙製容器 
紙・布類 ひもでしばる 

平ボディートラ

ック 

秩父環境衛生セン

ター 段ボール 

ペットボトル ペットボトル 専用ネット袋 パッカー車 
秩父環境衛生セン

ター 

その他のプラスチック製

容器包装 

プラスチック製容器

包装 
袋 パッカー車 民間施設 

 

12 その他の容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第２項第７

号） 

  ①消費者・小売業者の協力による収集ルートの確立 

  （例：酒販小売組合による回収空きビンの無償受け入れ） 

  ②構成市町で実施する資源回収実施奨励事業等による、各種団体（自治会、子供会、

ＰＴＡ等）における集団回収の推進 

  ③廃棄物減量等推進審議会による一般廃棄物の減量・リサイクルに関する方策の検

討 
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ス
テ
ー

シ
ョ

ン
収
集

②
ア
ル
ミ
缶

ス
テ
ー

シ
ョ

ン
収
集

月
２
回
収
集

ス
テ
ー

シ
ョ

ン
収
集

月
１
回
収
集

民
間
契
約
収
集

自
己
搬
入

廃乾電池・
廃蛍光管等

①
新
聞
紙
・
広
告
類

②
雑
紙
類

③
布
・
衣
類

　３ ペットボトルの排出は、専用のネット袋を使用

　４ プラスチック製容器包装は、平成２６年度から収集開始予定

各市町一般家庭

④
段
ボ
ー

ル
類

⑤
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル

⑥
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
容
器
包
装

※１ 可燃・不燃ごみの排出は、組合指定の有料ごみ袋を使用

　２ スチール・アルミ缶（資源ごみ）の排出は、スーパー等の袋を使用

可燃ごみ 粗大ごみ 不燃ごみ 資源ごみ

ストックヤード

処 理 業 者資 源 業 者

有価物抽出

再 生 業 者

《特記事項》

１　秩父広域市町村圏組合における収集・処理体系

　　秩父広域圏の収集処理に関する取り組みは、以下のとおりである。

週
２
回
収
集

ス
テ
ー

シ
ョ

ン
収
集

焼 却 施 設

③
ビ
ン

残 さ

不
燃
性
粗
大
ご
み

可
燃
性
粗
大
ご
み

①
ス
チ
ー

ル
缶
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２　当組合におけるリサイクル体系

　　資源物回収に関する収集処理体系は、下記のとおりである。

組合

（民間委託）
資源収集

受入供給施設 手選別作業 貯留設備

ストックヤード

圧縮装置

貯留設備

圧縮梱包

手選別作業

ストックヤード

スチール：選別
アルミ　：選別

受入供給施設

受入供給施設

手選別作業

受入供給施設

収集車

収集車

収集車

収集車

ペットボトル

〈容器包装プラ〉

プラスチック
製容器包装

〈紙 類〉

紙パック

段ボール

〈ペットボトル〉

〈ビン類〉

無 色

その他

茶 色

スチール

アルミ

〈カン類〉

収集車


